








中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の延長 

（要望の措置の適用見込み積算資料） 

１．法人 

（１）「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」（以下、「適用実態調査」）の情

報がある平成 27年度から令和元年度までの適用社数から、平均伸び率を算出。 

平成 27年度 489,992件 

平成 28年度 510,262件（前年度比  4.1％） 

平成 29年度 531,317件（前年度比  4.1％） 

平成 30年度 549,545件（前年度比  3.4％） 

令和元年度  585,631件（前年度比  6.5％）  平均 4.5％ 

（２）「適用実態調査」の令和元年度実績に、（１）で算出した平均伸び率を掛け、令和２年

度以降の適用社数を推計。 

  令和元年度  585,631社 

令和 2年度  611,984社（585,631×1.045） 

令和 3年度  639,523社（611,984×1.045） 

令和 4年度   668,301社（639,523×1.045） 

令和 5年度   698,374社（668,301×1.045） 

２．個人 

（１）「中小企業実態基本調査」の平成 30年度実績に、１．（１）で算出した伸び率を掛け、

令和元年度以降の適用者数を推計。 

平成 28年度 59,147者 

平成 29年度 80,433者 

平成 30年度 34,926者 

令和元年度  36,497者（34,926×1.045） 

令和 2年度  38,139者（36,497×1.045） 

令和 3年度  39,855者（38,139×1.045） 

令和 4年度  41,648者（39,855×1.045） 

令和 5年度  43,522者（41,648×1.045） 
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３．地方法人二税の減収見込み額 

（１）法人住民税

  37,088百万円（※１） × 7.0％（法人住民税率） 

＝ 2,596百万円 

  （※１）令和 4年度の国税減収見込額 

令和元年度の減収額（325億円）から、4.5％（平成 27年度から令和元年度ま

での適用社数の平均伸び率）ずつ増加するものと推計 

（２）法人事業税の減収額

①法人事業税所得割の減収額

159,862百万円（※２） × 7.0％（外形外法人の税率） ＝ 11,190百万円 

（※２）37,088 百万円 ÷ 23.2％（法人税率） 

②地方法人特別税の減収額

  11,190百万円 × 37.0％（外形外法人の税率） ＝ 4,140百万円 

（３）合計

  2,596百万円 ＋ 11,190百万円 ＋ 4,140百万円 ＝ 17,926百万円 
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